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広島湾域 不法係留船実態調査結果について 
公共水面は、みんなが共有する財産です。 

プレジャーボートは、所有者のみなさんが適正な場所に保管しましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 同時資料提供先 
 広島市政記者クラブ 

広島県政記者クラブ 

合同庁舎記者クラブ 

 
 
 中国地方建設記者クラブ 

国土交通省太田川河川事務所と広島県では、河川を含む広島湾域におけるプレジャー

ボート隻数などについて平成２２年９月から平成２３年１月にかけて実態調査を行いま

した。 
この実態調査は、平成８年度から定期的に行っており今回で４回目となります。 
今回行った実態調査では、広島湾域におけるプレジャーボートの総隻数約３，５００

隻に対し、約１，６００隻が河川や海などの公共水面に不法に係留されていることが明

らかとなりました。 
参考資料に添付している「広島湾域プレジャーボート隻数（概数）推移グラフ」のと

おり、不法係留船の数はプレジャーボート所有者のご理解とご協力により減少していま

すが、いまだに多数の船が不法に係留されている状況です。 
不法係留されている船舶が洪水時に流出すると、橋梁にせき止められることにより水

位が上昇し、堤防から水があふれるなどの被害を招いたり、沈没による油流出により河

川や海の環境に被害を及ぼす原因となります。 
国土交通省太田川河川事務所と広島県では、平成１０年度より段階的に係留禁止区域

を指定しており、広島県では平成２３年２月１日に岡ノ下川、御幸川、瀬野川、矢野川

を新たな係留禁止区域に指定しました。 
プレジャーボートの適正な保管をお願いします。 

 
問  い  合  わ  せ  先 

中国地方整備局 太田川河川事務所（広島市中区八丁堀 3-20） 

   副所長 佐藤 秀樹（さとう ひでき）、計画課長 友沢 晋一（ともざわ しんいち）

 （担当）上席専門職 笠見 紀之 （かさみ のりゆき） 

電話 ０８２－２２２－９２４６（ダイヤルイン） 
広島県土木局土木整備部道路河川管理課（広島市中区基町 10-52） 
  （担当）主任主査 信政 幸伸（のぶまさ ゆきのぶ） 
           電 話 ０８２－５１３－３９２３（ダイヤルイン） 
広島県土木局空港港湾部港湾振興課（広島市中区基町 10-52） 
  （担当）主任主査 森谷 章弘（もりたに あきひろ） 
           電 話 ０８２－５１３－４０２０（ダイヤルイン） 
広島県農林水産局農水産振興部水産課（広島市中区基町 10-52） 
  （担当）主査 小野 直敏 （おの なおとし） 
          電 話 ０８２－５１３－３６２３（ダイヤルイン） 



参考資料 
 
広島湾域におけるプレジャーボート実態調査結果 
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別添の資料は、国土交通省太田川河川事務所や広島県が指定する係留禁止

区域等について周知するために平成２３年２月２８日新聞折込を予定してい

る資料です。 
 

折込新聞：中国新聞、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞 

折込範囲：広島市、廿日市市、江田島市、安芸郡（府中市、海田町、坂町） 

 
 
 








